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明
治
五
年
・
深
津
県
足
守
村
騒
擾
事
件
小
考手

塚

典
旦

明治5年・深津県足守村騒擾事件小考

一
　
は
し
が
ぎ

二
　
事
件
の
概
況

三
　
裁
判
の
経
過
と
、

四
　
む
す
び

そ
の
結
末

　
　
　
　
　
　
一
　
は
し
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
元
岡
山
県
賀
陽
郡
足
守
村
は
、
い
ま
は
岡
山
市
に
編
入
さ
れ
て
い
る
が
、
徳
川
時
代
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
頃
に
は
、
足
守
藩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

陣
屋
町
で
あ
っ
た
。
同
藩
は
二
万
五
千
石
の
小
藩
で
、
最
後
の
藩
主
は
木
下
備
中
守
利
恭
で
あ
っ
た
。
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
で
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

守
藩
は
足
守
県
と
な
り
、
さ
ら
に
同
年
十
一
月
、
近
隣
九
県
と
合
併
し
て
深
津
県
と
な
っ
た
。
当
初
、
県
庁
は
浅
口
郡
玉
島
村
に
予
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
た
が
、
地
理
的
条
件
が
悪
い
の
で
、
小
田
郡
笠
岡
村
に
置
か
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
権
令
と
し
て
矢
野
光
儀
が
、
十
一
月
十
五
日
に
任

　
　
　
（
6
）

命
さ
れ
た
．
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明
治
五
年
四
月
八
日
、
こ
の
深
津
県
足
守
村
に
お
い
て
、
小
暴
動
事
件
が
発
生
し
た
。
文
献
に
お
げ
る
こ
の
事
件
の
初
見
は
、
私
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
限
り
に
お
い
て
、
昭
和
六
年
出
版
の
土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄
共
編
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

　
　
　
o
明
治
五
年
四
月
賀
陽
郡
足
守
町
近
村
騒
擾
（
太
政
類
典
）

　
　
明
治
五
年
四
月
八
日
夜
八
時
頃
、
深
津
県
下
備
中
賀
陽
郡
足
守
町
商
藤
田
林
蔵
宅
へ
近
傍
村
民
聚
集
、
乱
暴
、
居
宅
什
物
を
破
却
し
た
趣
を
聞
ぎ
、

　
折
柄
堤
防
巡
回
の
た
め
最
寄
に
止
宿
中
の
県
官
員
出
張
し
，
旧
官
員
四
五
名
と
協
力
し
、
五
名
捕
縛
し
た
処
、
其
儘
鎮
定
し
た
。
原
因
に
関
し
て
は
史

　
料
に
記
す
所
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
こ
の
記
述
の
出
典
は
、
そ
こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
次
の
「
太
政
類
典
」
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
深
津
県
下
足
守
町
近
傍
村
民
動
揺

　
　
　
　
　
深
津
県
届

　
当
県
下
備
中
賀
陽
郡
足
守
町
商
藤
田
林
蔵
宅
へ
去
ル
八
日
夜
八
字
頃
近
傍
村
民
相
聚
乱
暴
二
及
ヒ
居
宅
什
物
破
却
イ
タ
シ
候
趣
二
付
当
県
官
員
堤
防
巡

　
回
中
最
寄
二
止
宿
罷
在
候
折
柄
早
速
其
場
へ
出
張
旧
官
員
四
五
名
ト
協
力
取
押
へ
差
向
五
名
捕
縛
イ
タ
シ
候
処
其
儘
鎮
定
仕
候
此
段
御
届
申
上
候
以
上

　
四
月
十
七
日
　
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
昭
和
十
一
年
出
版
の
「
全
農
岡
山
闘
争
史
」
は
、
こ
の
「
太
政
類
典
」
の
記
事
を
四
行
に
要
約
し
て
掲
載
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
昭
和
十
七
年
．
岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
小
田
県
史
」
（
写
本
）
が
覆
刻
さ
れ
た
。
深
津
県
は
事
件
直
後
の
六
月
七
日
に
小
田
県
と
改

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
小
田
県
史
」
に
は
勿
論
、
前
掲
「
太
政
類
典
」
所
引
の
深
津
県
届
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
届
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
、
次
の
よ
う
な
前
文
が
附
い
て
い
る
。

　
　
o
賀
陽
郡
足
守
村
暴
挙

　
　
明
治
五
年
壬
申
四
月
八
日
管
内
備
中
国
賀
陽
郡
足
守
村
米
商
藤
田
林
蔵
ナ
ル
者
嘗
テ
近
傍
小
民
ノ
妬
忌
ス
ル
所
ト
ナ
ル
此
夜
多
人
数
同
人
宅
工
乱
入

　
居
宅
什
物
ヲ
破
殿
ス
折
節
堤
防
巡
回
富
田
少
属
該
村
へ
宿
泊
ス
ル
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
旧
足
守
県
庁
工
達
シ
鎮
撫
方
及
協
議
夫
々
手
当
兇
徒
数
名
縛
二
就
ク

　
ヲ
以
テ
忽
散
乱
鎮
定
二
及
フ
ト
難
モ
捕
縛
ノ
罪
囚
モ
有
之
二
付
同
拾
七
日
史
官
並
大
蔵
省
工
届
出
左
二

2



　
こ
の
深
津
県
届
を
ふ
く
む
「
小
田
県
史
」
の
説
明
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
足
守
村
騒
動
に
関
す
る
唯
一
の
概
説
記
事
で
あ
っ
て
、

昭
和
五
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
長
光
徳
和
編
「
備
前
備
中
美
作
百
姓
一
揆
史
料
」
第
五
巻
に
は
、
こ
の
記
事
が
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
て
い

（
1
3
）

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
要
す
る
に
足
守
村
騒
擾
事
件
は
、
単
に
岡
山
県
地
方
の
み
な
ら
ず
、
中
央
の
学
界
で
も
、
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
は
前
掲
「
小
田
県
史
」
の
説
明
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
史
学
者
に
よ
る
研
究
は
、
全
く
皆
無
で
あ
る
と
み
て
い
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
私
は
数
年
前
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
若
干
の
裁
判
史
料
が
旧
司
法
省
保
管
文
書
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
史
料

を
中
心
に
し
て
事
件
の
概
況
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
未
熟
な
拙
稿
で
は
あ
る
が
、
大
方
の
御
示
教
が
得
ら
れ
れ
ば
、
宴
に
幸
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
（
1
）
　
「
深
津
県
届
」
（
明
治
五
年
四
月
十
七
日
）
で
は
「
足
守
町
」
（
本
稿
二
頁
参
照
V
、
「
小
田
県
史
」
で
は
「
足
守
村
」
（
本
稿
二
頁
参
照
）
と
な
っ

　
　
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
足
守
村
」
に
統
一
し
て
呼
称
す
る
。

明治5年・深津県足守村騒擾事件小考

ハ　　　ハ　パ　ハ　パ　ハ

8765432）　）　）　）　）　）　）商
藤
田
林
蔵
宅
へ
村
民
乱
暴
届
」

（
9
）

（
10
）正

本
は
、

六
年
、

（
1
1
）

岡
山
市
足
守
で
あ
る
。

「
顕
要
職
務
補
任
録
」
上
・
明
治
三
十
五
年
・
四
五
二
頁
．

「
明
治
政
覧
」
中
編
・
明
治
十
六
年
・
二
一
九
頁
（
昭
和
五
十
一
年
版
）
。

谷
口
澄
夫
「
岡
山
県
の
歴
史
」
・
昭
和
四
十
五
年
・
一
五
四
頁
．

前
掲
「
顕
要
職
務
補
任
録
」
上
・
五
五
三
頁
．

土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄
編
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
昭
和
六
年
・
三
三
九
頁
。

「
太
政
類
典
」
第
二
編
第
百
四
十
八
巻
保
民
十
七
警
察
五
。
こ
の
記
事
は
「
公
文
録
自
辛
未
至
明
治
六
年
」
壬
申
四
月
諸
県
伺
中
の
「
深
津
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
転
記
で
あ
る
。

全
国
農
民
組
合
岡
山
県
連
合
会
編
「
全
農
岡
山
闘
争
史
・
附
岡
山
県
百
姓
一
揆
覚
書
」
・
昭
和
十
｝
年
・
附
四
八
頁
．

岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
小
田
県
史
」
（
写
本
）
（
明
治
七
年
、
太
政
官
の
命
に
よ
り
各
県
が
正
院
へ
提
出
し
た
県
史
の
副
本
。
提
出
さ
れ
た

　
　
後
ち
に
内
閣
文
庫
所
蔵
の
「
府
県
史
料
」
の
一
部
と
な
る
〉
は
、
昭
和
十
七
年
に
県
史
編
さ
ん
室
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
が
、
昭
和
四
十

　
吉
備
文
書
研
究
会
に
よ
っ
て
さ
ら
に
覆
刻
版
が
出
版
さ
れ
た
．

註
4
に
同
じ
．
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（
1
2
）
　
前
掲
「
小
田
県
史
」
・
昭
和
四
十
六
年
版
・
二
四
四
頁
。

（
1
3
）
　
長
光
徳
和
編
「
備
前
備
中
美
作
百
姓
一
揆
史
料
」
第
五
巻
・
昭
和
五
十
三
年
・
二
二
六
〇
頁
。

（
14
）
例
え
ば
「
岡
山
県
一
揆
年
表
」
・
「
吉
備
地
方
史
月
報
」
第
六
号
・
昭
和
二
十
八
年
・
二
二
頁
、
谷
口
・
前
掲
『
岡
山
県
の
歴
史
」
二
五
七
頁
の

　
一
揆
年
表
な
ど
に
は
、
足
守
村
騒
動
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
岡
山
大
学
教
育
学
部
社
会
科
教
室
編
「
陣
屋
町
の
研
究
」
（
地
域
研
究
シ
リ
ー
ズ
第
五
）
・

昭
和
三
十
六
年
・
一
四
六
頁
に
は
「
鍋
屋
騒
動
」
と
し
て
前
掲
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
の
記
事
が
数
行
に
要
約
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
鍋

屋
」
は
、
藤
田
林
蔵
家
の
屋
号
で
あ
っ
た
（
前
掲
「
備
前
備
中
美
作
百
姓
一
揆
史
料
」
第
五
巻
・
二
二
六
一
頁
註
2
・
参
照
）
．

（
1
5
）
例
え
ば
青
木
恵
一
郎
「
明
治
初
年
か
ら
六
年
ま
で
の
農
民
騒
動
一
覧
表
」
・
「
日
本
農
民
運
動
史
」
第
二
巻
・
昭
和
三
十
三
年
・
二
六
頁
、
青
木

虹
二
「
明
治
農
民
騒
擾
年
表
」
・
『
明
治
農
民
騒
擾
の
年
次
的
研
究
」
・
「
昭
和
四
十
二
年
・
三
七
頁
、
青
木
虹
二
「
百
姓
一
揆
綜
合
年
表
」
・
昭
和
四

十
六
年
・
三
四
八
頁
な
ど
に
、
足
守
村
騒
動
は
挙
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

（
1
6
）
　
法
務
図
書
館
蔵
「
小
田
県
伺
備
中
国
賀
陽
郡
足
守
村
農
中
田
精
治
郎
外
四
名
兇
徒
ヲ
聚
衆
シ
村
市
ヲ
殿
壊
セ
シ
件
」
・
「
諸
県
口
書
」
・
明
治
六

年
・
賊
盗
第
六
八
四
号
。
こ
の
文
書
の
内
容
は
各
被
告
の
口
書
を
添
え
た
小
田
県
伺
と
、
そ
れ
に
対
す
る
司
法
省
指
令
で
あ
る
。

4

二
　
事
件
の
概
況

　
こ
の
事
件
の
首
謀
は
、
足
守
村
の
農
業
中
田
清
次
郎
で
、
同
村
の
農
業
安
藤
恒
蔵
と
謀
っ
て
決
起
を
計
画
し
、
且
つ
実
行
し
た
の
で
あ

る
が
、
彼
等
二
名
と
、
そ
れ
に
同
調
し
て
乱
暴
を
働
い
た
者
の
内
、
川
田
浅
右
衛
門
、
沼
本
広
吉
、
平
田
清
平
の
三
名
を
ふ
く
む
合
計
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

名
の
者
が
、
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
。
彼
等
の
「
口
書
」
に
よ
っ
て
、
事
件
の
概
況
を
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
中
田
清
次
郎
は
、
事
の
発
端
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
当
三
月
（
明
治
五
年
i
手
塚
註
）
中
頃
よ
り
銀
札
相
場
狂
ヒ
諸
色
高
価
就
而
者
賃
請
等
二
至
迄
歩
割
増
取
引
二
相
成
小
間
居
候
も
の
一
同
難
渋
仕
罷
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

候
右
者
元
来
長
立
藤
田
林
蔵
杯
専
ら
不
当
之
取
引
致
由
二
而
村
中
ハ
勿
論
近
辺
迄
無
何
ト
同
人
儀
ヲ
致
非
儀
候
折
柄
同
四
月
七
日
恒
蔵
方
江
立
寄
銀
札

立
狂
ヒ
迷
惑
之
訳
倶
々
歎
息
仕
銀
札
立
直
ル
手
段
有
之
間
敷
哉
ト
互
二
噺
合
私
ヨ
リ
今
愛
二
而
村
中
人
気
ヲ
為
動
騒
キ
立
候
姿
二
相
見
せ
候
得
者
林
蔵
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如
キ
ノ
類
恐
縮
い
た
し
不
当
之
取
引
茂
相
止
メ
然
而
ハ
諸
物
価
立
直
リ
可
申
と
存
候
得
共
指
向
人
数
相
集
メ
候
策
も
無
之
と
相
噺
候

　
中
田
は
物
価
騰
貴
の
原
因
は
、
藤
田
の
ご
と
き
富
豪
の
「
不
当
之
取
引
」
に
あ
る
と
推
測
し
、
村
中
で
騒
ぎ
を
起
せ
ば
彼
等
の
反
省
を

促
し
、
物
価
は
平
静
に
戻
る
も
の
と
考
え
、
多
人
数
を
集
め
る
方
策
を
、
安
藤
に
問
い
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
安
藤
恒
蔵
は
か
ね
て
か
ら
藤
田
に
私
怨
を
抱
い
て
い
た
。
安
藤
は
そ
の
「
口
書
」
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
を
縷
々
述
べ
て
い
る
が
、
要

す
る
に
彼
は
他
よ
り
の
借
金
が
支
払
不
能
で
困
窮
、
再
三
、
別
人
か
ら
借
り
つ
な
い
で
い
た
が
、
実
家
か
ら
借
り
て
担
保
に
し
た
田
畑
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

結
局
債
権
の
肩
代
り
を
し
た
藤
田
の
所
有
に
帰
し
た
た
め
、
彼
は
藤
田
に
対
し
は
げ
し
い
敵
意
を
持
つ
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し

た
折
に
、
中
田
か
ら
藤
田
攻
撃
の
話
を
も
ち
か
け
ら
れ
た
の
で
、
早
速
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
模
様
を
、
安
藤
は
次
の
よ
う
に
述

　
　
　
（
5
）

べ
て
い
る
。

　
　
当
四
月
七
日
朝
村
内
清
次
郎
罷
越
…
…
同
人
申
二
者
甚
不
宜
事
二
者
候
得
共
小
前
一
同
之
為
メ
今
髪
二
而
村
中
人
気
ヲ
為
動
騒
立
候
姿
相
見
セ
候
得

　
者
林
蔵
如
キ
之
類
狼
狽
恐
縮
い
た
し
銀
札
取
引
茂
正
路
二
立
戻
リ
然
而
者
物
価
も
立
直
り
可
申
乍
併
人
気
騒
立
ツ
策
無
之
と
申
二
付
速
二
同
心
之
旨
申

　
答

　
そ
し
て
、
人
集
め
の
方
策
と
し
て
、
安
藤
が
中
田
に
示
し
た
策
は
、
町
内
各
所
に
「
大
悪
人
征
伐
」
と
い
う
張
紙
を
し
、
さ
ら
に
早
鐘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
打
っ
て
村
民
の
決
起
を
促
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
か
く
し
て
七
日
深
更
、
中
田
と
安
藤
は
、
足
守
村
魚
ノ
棚
角
、
同
所
川
面
、
大
井
村
常
夜
燈
の
三
ヵ
所
に
張
紙
を
し
た
．
翌
八
日
朝
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ら
、
安
藤
が
町
内
の
噂
を
聞
い
て
廻
っ
た
と
こ
ろ
、
町
内
の
人
気
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
藤
田
林
蔵
に
対
す
る
反
感
は
、

前
掲
の
中
田
談
に
も
あ
る
ご
と
く
、
単
に
中
田
、
安
藤
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
住
民
の
共
通
の
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
中
田
、
安
藤

の
呼
び
か
け
が
共
感
を
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
同
日
夜
、
中
田
は
安
藤
と
の
約
束
に
従
い
、
早
鐘
を
打
つ
た
め
、
天
沢
寺
庵
へ
赴
い
た
。
安
藤
は
川
原
町
平
田
清
平
宅
を
訪
れ
、
彼
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
企
図
を
話
し
て
同
意
を
得
、
平
田
を
天
沢
寺
庵
へ
赴
か
せ
、
自
分
は
自
宅
へ
戻
っ
た
。

5
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天
沢
寺
庵
に
つ
い
た
中
田
は
、
橦
木
が
み
つ
か
ら
な
い
の
で
ま
ご
つ
い
て
い
る
と
き
、
清
平
が
か
け
つ
け
た
の
で
、
そ
の
助
け
を
得
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

橿
木
を
持
え
て
鐘
を
つ
い
た
．
近
傍
の
人
々
が
六
十
人
ほ
ど
集
っ
て
き
た
の
で
、
中
田
は
「
大
悪
人
今
宵
征
伐
の
相
図
」
で
あ
る
こ
と
を

　
　
（
1
2
）

告
げ
た
。

　
自
宅
へ
戻
っ
た
安
藤
は
、
「
身
持
」
を
し
て
出
掛
け
よ
う
と
し
た
が
、
鐘
の
音
を
聞
い
て
お
び
え
た
子
供
達
が
「
取
槌
り
動
シ
不
申
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

拠
見
合
」
せ
、
遂
に
外
出
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
実
行
行
為
に
参
加
し
な
い
彼
の
弁
解
で
あ
っ

た
の
か
、
そ
の
辺
の
真
相
は
わ
か
ら
な
い
。

　
天
沢
寺
庵
に
集
っ
た
群
衆
が
、
七
、
八
十
人
ほ
ど
に
達
し
た
と
ぎ
、
中
田
は
一
同
に
向
っ
て
「
藤
田
林
蔵
二
付
一
同
同
家
江
押
掛
右
不

当
之
取
引
致
段
及
応
接
」
、
も
し
も
相
手
が
「
謝
罪
候
ハ
・
速
二
退
散
可
致
万
一
聞
入
不
申
節
ハ
狼
籍
二
可
及
旨
申
怯
ス
ベ
く
勿
論
機
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

乗
ジ
金
銀
雑
物
等
掠
奪
有
之
候
而
者
不
相
済
互
二
飢
渇
ヲ
凌
度
迄
二
候
間
決
而
心
得
違
無
之
様
致
度
旨
」
を
申
渡
し
た
と
い
う
。
暴
行
掠

奪
は
行
わ
ず
、
た
だ
嚇
す
の
み
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
中
田
の
言
が
、
真
実
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
後
ち
の
法
廷
に
お
け
る
彼
の

弁
解
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
、
何
と
も
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
か
く
し
て
一
行
は
、
天
沢
寺
庵
を
出
発
し
た
。
中
田
は
「
老
足
」
の
た
め
後
よ
り
随
行
し
た
。
途
中
、
足
守
上
下
そ
の
他
の
近
村
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
参
加
者
が
続
々
と
増
し
て
、
遂
に
数
百
人
に
達
し
た
と
い
う
．

　
川
田
浅
右
衛
門
の
場
合
は
、
早
鐘
を
聞
い
て
外
出
し
た
と
こ
ろ
「
川
上
よ
り
多
人
数
相
成
り
一
同
出
ヨ
く
出
ザ
ル
者
ハ
其
家
ヲ
殿
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ト
申
二
付
不
取
敢
」
参
加
し
た
と
い
う
。

　
ま
た
沼
本
広
吉
は
や
は
り
早
鐘
を
聞
い
て
外
出
、
折
柄
「
奥
筋
ヨ
リ
多
勢
押
寄
候
様
子
二
而
火
事
く
と
申
二
付
何
心
ナ
ク
四
尺
之
棒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ヲ
持
出
只
々
多
勢
二
附
随
ひ
参
り
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
藤
田
林
蔵
宅
に
到
着
し
た
一
行
は
、
何
の
談
判
も
す
る
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
乱
暴
行
為
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
田
は
「
兼
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

之
約
束
二
違
柳
押
方
茂
不
致
意
外
之
乱
暴
相
働
驚
恐
入
候
得
共
最
早
指
留
方
茂
無
之
其
儘
罷
帰
リ
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
後
の

6
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行
動
に
は
加
わ
ら
ず
、
帰
宅
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
こ
の
藤
田
宅
襲
撃
そ
し
て
そ
の
後
の
状
況
を
、
川
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
藤
田
林
蔵
酒
舜
既
二
乱
暴
致
シ
同
人
本
宅
江
打
掛
リ
居
候
二
付
罷
越
外
囲
腰
板
塀
覆
窓
格
子
等
ヲ
打
殿
キ
候
連
中
二
加
リ
働
居
候
醐
御
役
人
御
出
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ト
申
者
有
之
二
付
早
々
逃
出
シ
川
崎
町
小
西
屋
之
表
多
人
数
屯
集
致
居
候
所
江
罷
越
…
・
一
同
板
橋
之
下
二
火
ヲ
焚
居
候
場
所
江
参
リ
人
数
一
緒
と
ナ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
（
2
3
）

　
リ
夫
よ
り
大
井
町
関
卯
助
宅
前
江
罷
越
候
処
同
家
よ
り
酒
飯
等
指
出
候
折
柄
何
レ
よ
り
か
塊
ヲ
表
之
戸
圧
投
付
候
よ
り
一
同
勢
二
乗
ジ
乱
暴
相
働
又
々

　
御
役
人
御
出
張
二
付
一
同
逃
去
私
者
帰
宅
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
さ
ら
に
ま
た
、
沼
本
は
そ
の
と
ぎ
の
様
子
を
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
．

　
　
足
守
町
藤
田
林
蔵
宅
ヲ
打
殿
チ
候
趣
二
付
不
取
敢
右
様
二
而
所
々
打
敲
キ
且
殿
居
候
処
御
役
人
御
出
張
ト
承
リ
早
々
逃
去
川
崎
町
小
西
屋
之
表
江
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
数
屯
集
火
ヲ
焚
罷
在
候
処
江
囚
人
両
人
計
り
送
ら
れ
候
ヲ
見
請
ケ
ロ
々
可
取
返
杯
ト
仇
口
申
居
候
折
柄
岡
野
屋
精
平
と
申
も
の
参
リ
何
分
一
同
相
談
可

　
申
藤
田
林
蔵
方
に
而
御
召
捕
二
相
成
候
両
人
ハ
村
下
ケ
ニ
茂
相
成
候
様
精
々
相
歎
キ
可
申
と
申
罷
帰
り
候
節
浅
右
衛
門
上
江
ア
ガ
リ
可
申
と
声
を
掛
ケ

　
　
一
同
大
井
町
江
罷
越
関
卯
助
宅
二
而
聯
乱
暴
仕
又
々
御
役
人
御
出
張
之
由
二
而
逃
去
右
岡
野
屋
清
平
江
罷
越
前
條
之
囚
人
者
如
何
相
成
候
哉
及
押
方
候

　
処
村
役
人
手
通
リ
ニ
御
下
ケ
ニ
可
相
成
運
ヒ
ニ
相
成
居
候
処
又
候
大
井
町
乱
暴
致
候
而
者
御
下
ケ
ニ
相
成
召
捕
と
被
存
候
得
共
同
宿
二
葉
屋
江
同
道
庄

　
屋
共
江
対
談
可
致
旨
申
候
二
付
罷
越
候
処
未
タ
庄
屋
不
罷
出
由
二
付
精
平
へ
厳
敷
及
談
判
候
処
江
御
役
人
御
入
二
相
成
私
共
ハ
裏
へ
駈
出
板
塀
ヲ
越
逃

　
去
罷
帰
リ
申
候
其
場
二
居
合
候
も
の
之
内
同
町
森
安
谷
五
郎
外
弐
人
御
召
捕
二
相
成
候
由

　
こ
れ
ら
川
田
、
沼
本
両
名
の
言
に
よ
り
、
襲
撃
さ
れ
て
被
害
を
う
け
た
の
は
、
藤
田
宅
の
み
な
ら
ず
大
井
町
関
卯
助
方
も
ま
た
同
様
で

あ
っ
た
こ
と
、
平
田
清
平
は
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
果
し
、
藤
田
宅
附
近
で
捕
え
ら
れ
た
二
名
の
者
の
処
置
に
つ
い
て
の
役
人
と
の
交
渉
の

任
に
も
当
り
、
彼
等
を
村
預
り
に
す
る
こ
と
あ
る
い
は
庄
屋
と
の
対
談
に
も
ち
こ
む
よ
う
に
奔
走
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
関
宅
襲
撃
後
、

森
安
谷
五
郎
他
二
名
が
捕
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
五
名
の
内
、
森
安
を
除
く
他
の
者
の
氏
名

は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
処
罰
を
う
け
た
者
の
中
に
森
安
は
い
な
い
か
ら
、
後
ち
に
微
罪
と
し
て
釈
放
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

は
、
他
の
四
名
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

7
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ま
た
、
川
田
、
沼
本
両
名
の
言
に
「
御
役
人
御
出
張
」
と
あ
る
の
は
、
事
件
当
時
、
堤
防
巡
回
の
た
め
た
ま
た
ま
足
守
村
に
宿
泊
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い
た
小
田
県
の
「
富
田
少
属
」
（
富
田
貫
、
租
税
掛
）
と
、
彼
の
要
請
で
応
援
し
た
旧
足
守
県
庁
の
役
人
で
あ
っ
た
。

中
田
清
次
郎
が
安
藤
恒
蔵
に
相
談
を
も
ち
か
け
た
の
は
四
月
七
日
、
騒
ぎ
は
翌
八
日
の
夜
、
宴
に
あ
わ
た
だ
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
前
掲
「
備
中
国
賀
陽
郡
足
守
村
安
藤
恒
蔵
外
四
人
妄
動
事
件
口
書
」
（
本
稿
四
頁
註
1
6
・
参
照
）
に
お
い
て
、
各
被
告
の
「
口
書
」
は
、
個
人

　
　
別
に
独
立
の
文
書
に
は
な
っ
て
い
な
い
．
し
か
し
、
「
此
段
恒
蔵
申
上
候
」
あ
る
い
は
「
清
次
郎
申
上
候
」
と
い
う
書
出
し
で
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ

　
　
区
別
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
各
人
の
部
分
を
「
恒
蔵
口
書
」
、
「
清
次
郎
口
書
」
、
「
精
平
口
書
」
、
「
浅
右
衛
門
口
書
」
、
「
広
吉
口
書
』

　
　
と
い
う
仮
称
を
附
し
て
引
用
す
る
。

　
（
2
）
　
「
清
次
郎
口
書
」
。
中
田
清
次
郎
は
「
高
壱
石
八
斗
三
升
所
持
家
内
五
人
暮
農
業
」
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）
。

　
（
3
）
藤
田
林
蔵
は
土
地
の
素
封
家
、
明
治
二
十
年
現
在
の
土
地
所
有
八
十
八
町
余
、
年
収
千
二
百
三
十
円
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
「
備
前
備
中
美

　
　
作
百
姓
一
揆
史
料
」
第
五
巻
・
二
二
六
一
頁
註
2
・
参
照
）
。
明
治
二
十
八
年
出
版
の
「
大
目
本
紳
士
鑑
」
に
も
「
足
守
村
藤
田
林
蔵
」
と
し
て

　
　
収
録
さ
れ
て
い
る
（
八
〇
四
頁
）
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
二
十
二
年
出
版
の
「
帝
国
名
誉
録
」
に
は
「
足
守
村
字
上
足
守
　
藤
田
和
平
治
」
と
い
う
記

　
　
載
が
あ
る
（
七
二
八
頁
）
。
林
蔵
と
和
平
治
は
同
一
人
物
か
否
か
、
岡
山
地
方
郷
土
史
家
の
御
示
教
を
得
た
い
。

　
（
4
）
（
5
）
　
「
恒
蔵
口
書
」
。
安
藤
恒
蔵
は
「
無
高
家
内
三
人
暮
田
畑
弐
反
斗
預
り
作
致
農
間
二
者
村
用
飛
脚
』
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）
。

　
（
6
）
（
7
）
　
前
掲
『
恒
蔵
口
書
」
、
前
掲
「
清
次
郎
口
書
』
。

ハハハハパパパパハ18　17　14　13　12　11　10　9　　8
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）
　　パ

蟷灘鵜薯
＿　 z整　）　　r　　 r　　－r　　r　　 r　　r

前
掲
「
恒
蔵
口
書
」
。

前
掲
「
清
次
郎
口
書
」
、
前
掲
「
恒
蔵
口
書
』
。

前
掲
「
恒
蔵
口
書
」
。

前
掲
「
清
次
郎
口
書
」
、
「
精
平
口
書
」
。
平
田
精
平
は
「
無
高
二
而
家
内
五
人
暮
小
商
内
渡
世
」

前
掲
「
清
次
郎
口
書
」
。

前
掲
「
恒
蔵
口
書
」
。

　
　
　
　
前
掲
「
清
次
郎
口
書
」
。

「
浅
右
衛
門
口
書
」
。
川
田
浅
右
衛
門
は
「
高
弐
斗
所
持
家
内
三
人
暮
」
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）
．

「
広
告
口
書
」
。
沼
本
広
告
は
「
飼
鳥
並
古
着
商
ヒ
渡
世
」
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）
。

で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）
．

8
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前
掲
「
清
次
郎
口
書
』
。

　
　
前
掲
「
浅
右
衛
門
口
書
」
。

　
　
　
川
崎
町
と
い
う
の
は
、
足
守
村
の
中
の
一
つ
の
町
名
と
思
わ
れ
る
．

　
　
　
賀
陽
郡
大
井
村
。
現
在
の
岡
山
市
大
井
で
あ
る
。

　
　
関
卯
助
は
土
地
の
素
封
家
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
「
帝
国
名
誉
録
」
（
明
治
二
十
二
年
）
に
は
「
大
井
村
字
大
井
　
関
唯
助
」
（
七
二
八
頁
）
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
、

（
28
）
　
前
掲
「
小
田
県
史
」
・
前
掲
「
備
前
備
中
美
作
百
姓
一
揆
史
料
」
第
五
巻
・
二
二
六
〇
頁
（
な
お
本
稿
二
頁
参
照
）
。

　
（
前
掲
「
清
次
郎
口
書
」
、
前
掲
「
精
平
口
書
」
、
前
掲
「
浅
右
衛
門
口
書
」
、
前
掲
「
広
吉
口
書
」
）
、
現
場
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
は
い
な
い
．

　
の
で
あ
る
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
23
）掲

「
大
日
本
紳
士
鑑
」
（
明
治
二
十
八
年
）
に
も
「
大
井
村
　
関
唯
助
」
と
あ
る
（
八
〇
四
頁
）
。
唯
助
は
卯
助
の
相
続
人
で
あ
ろ
う
。

（
2
4
）
　
前
掲
「
広
吉
口
書
」
。

（
2
5
）
　
岡
野
屋
精
平
は
、
平
田
清
平
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
。
司
法
省
宛
小
田
県
伺
で
は
「
平
田
清
平
」
（
本
稿
一
一
頁
参
照
）
、
彼
の
「
口
書
」
で

　
は
「
精
平
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
6
）
処
罰
を
う
け
た
中
田
他
四
名
の
内
、
現
場
へ
行
か
な
か
っ
た
安
藤
恒
蔵
は
別
と
し
て
、
他
の
四
名
も
騒
ぎ
の
後
、
一
応
自
宅
へ
帰
っ
て
お
り

（
27
）
　
明
治
六
年
九
月
「
小
田
県
官
員
録
」
・
二
枚
裏
。
こ
の
史
料
は
、
岡
山
県
総
合
文
化
セ
ソ
タ
ー
郷
土
資
料
室
桑
田
康
信
氏
か
ら
提
供
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
三
　
裁
判
の
経
過
と
、
そ
の
結
末

　
こ
の
事
件
の
発
生
し
た
明
治
五
年
四
月
当
時
の
深
津
県
の
警
察
、
裁
判
機
構
は
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
深
津
県
に
刑
法
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
機
構
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
．
こ
の
刑
法
課
が
警
察
、
裁
判
を
所
管
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
事
件
後
、

関
係
者
の
逮
捕
は
、
こ
の
刑
法
課
の
官
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
関
係
被
告
の
入
牢
日
は
、
後
掲
の
小
田
県
伺
に
明
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
中
田
と
沼
本
が
四
月
二
十
四
日
、
安
藤
、
川
田
は
同
月
二

十
六
日
、
平
田
は
同
月
二
十
九
日
で
あ
る
。
彼
等
は
事
件
後
、
半
月
以
上
を
経
過
し
て
か
ら
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

9
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相
当
多
数
の
関
係
者
が
逮
捕
さ
れ
、
取
調
を
う
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
詳
し
い
事
情
は
全
く
わ
か
ら
な
い
．

　
関
係
者
の
裁
判
が
す
で
に
開
始
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
同
年
六
月
七
日
、
前
述
の
ご
と
く
深
津
県
は
小
田
県
と
改
称
さ
れ
た
。
こ
の
小
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

県
で
は
、
翌
六
年
九
月
現
在
で
聴
訟
課
の
存
在
が
確
認
で
き
る
．
こ
れ
は
深
津
県
刑
法
課
の
後
身
と
思
わ
れ
る
が
、
い
つ
名
称
あ
る
い
は

機
構
の
変
更
が
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
件
の
裁
判
が
、
小
田
県
の
刑
法
課
で
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
聴
訟

課
で
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
同
年
九
月
、
小
田
県
は
関
係
者
の
量
刑
を
定
め
、
司
法
省
へ
伺
い
出
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

10

当
県
支
配
所
備
中
国
賀
陽
郡
足
守
村
農
中
田
清
次
郎
外
四
人
吟
味
仕
候
処
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
中
国
賀
陽
郡
足
守
村
農

　
　
　
　
申
四
月
廿
四
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
田
　
清
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
五
十
七
歳

右
清
次
郎
儀
同
村
商
藤
田
林
蔵
金
銭
取
引
不
正
之
廉
有
之
ト
疑
念
ヲ
生
シ
人
心
ヲ
鼓
動
シ
同
人
ヲ
圧
倒
セ
ソ
コ
ト
ヲ
同
村
恒
蔵
二
申
談
候
処
同
人
ハ
別

テ
林
蔵
二
私
怨
有
之
趣
ニ
テ
右
衆
ヲ
集
ル
ノ
計
策
相
授
ケ
倶
々
張
紙
致
シ
置
翌
日
早
鐘
ヲ
撞
立
候
節
一
番
二
罷
越
遂
二
林
蔵
外
二
戸
家
屋
家
財
等
殿
壊

ス
ル
ニ
至
リ
候
始
末
不
届
至
極
二
付
絞
罪
可
申
付
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
　
同
村
　
農

　
　
　
　
申
四
月
廿
六
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
　
藤
　
恒
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
五
十
八
歳

右
恒
蔵
儀
清
次
郎
ト
互
二
造
意
シ
張
紙
致
シ
置
早
鐘
ヲ
撞
候
策
略
ヲ
清
次
郎
清
平
江
相
授
ケ
当
日
沸
騰
之
砺
其
身
不
携
ト
錐
モ
右
始
末
不
届
至
極
二
付

絞
罪
可
申
付
哉
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同
郡
　
大
井
村
　
商

　
　
　
　
申
四
月
廿
六
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
田
　
浅
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
十
弐
歳

右
浅
右
衛
門
儀
前
書
造
意
清
次
郎
恒
蔵
衆
ヲ
聚
ル
ニ
乗
シ
林
蔵
本
宅
並
出
店
之
家
屋
ヲ
殿
壊
シ
剰
江
大
井
村
関
卯
助
方
二
及
シ
候
始
末
不
届
二
付
准
流

徒
役
十
年
可
申
付
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
　
大
井
村
　
商

　
　
　
　
申
四
月
廿
四
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
　
本
　
広
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
四
十
一
歳

右
広
吉
儀
浅
右
衛
門
同
様
衆
之
集
ル
ニ
乗
シ
林
蔵
方
家
屋
関
卯
助
方
家
財
ヲ
殿
チ
剰
へ
其
場
捕
縛
ノ
囚
人
取
返
シ
テ
申
張
候
始
末
不
届
二
付
准
流
徒
役

十
年
可
申
付
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
　
足
守
村
　
商

　
　
　
　
申
四
月
廿
九
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
清
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
六
十
二
歳

右
清
平
儀
造
意
前
書
恒
蔵
二
同
意
シ
早
鐘
ヲ
撞
キ
衆
ヲ
集
メ
候
始
末
不
届
二
付
准
流
徒
役
十
年
可
申
付
哉

右
之
通
御
座
候
御
仕
置
之
儀
別
帳
口
書
一
冊
相
添
此
段
相
伺
申
候
　
以
上

　
　
明
治
五
年
壬
申
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
県
七
等
出
仕
　
　
益
田
包
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
県
権
参
事
　
森
長
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
県
権
令
　
　
　
　
矢
野
光
儀

　
　
　
　
江
藤
司
法
卿
殿

　
　
　
　
福
岡
司
法
大
輔
殿

11
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権
令
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
権
参
事
も
課
長
職
に
は
就
か
な
い
か
ら
、
益
田
七
等
出
仕
が
刑
法
課
長
あ
る
い
は
聴
訟
課
長
で
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
小
田
県
伺
に
は
、
準
拠
法
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
現
行
刑
法
で
あ
る
新
律
綱
領
を
念
頭
に
お
い
て
の
量
刑
決

定
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
賊
盗
律
」
中
の
「
兇
徒
聚
衆
」
条
の
第
二
項
の
規
定
で
あ
る
．

　
若
シ
地
方
ノ
兇
荒
二
乗
シ
。
衆
ヲ
聚
メ
。
良
民
ヲ
擾
害
シ
。
官
長
ヲ
挟
制
シ
．
及
ヒ
賑
貸
．
稽
遅
キ
ニ
因
テ
。
村
市
ヲ
槍
奪
シ
。
官
癬
二
喧
闊
シ
。
及

　
ヒ
私
憤
ヲ
懐
挟
シ
。
衆
ヲ
聚
メ
テ
。
市
ヲ
罷
メ
。
官
ヲ
辱
ム
ル
者
。
並
二
首
ハ
。
絞
．
従
ハ
。
流
三
等
．
其
余
ノ
附
随
ハ
。
亦
論
ス
ル
コ
ト
勿
レ
。

　
中
田
と
安
藤
は
「
首
」
と
し
て
「
絞
」
、
川
田
ら
三
名
は
「
従
」
と
し
て
「
流
三
等
」
（
こ
れ
は
明
治
三
年
十
一
月
十
七
目
・
太
政
官
達
「
准

流
法
」
に
よ
り
「
三
等
徒
役
十
年
」
に
換
刑
さ
れ
る
）
、
そ
の
他
の
多
く
の
関
係
者
は
、
右
条
項
の
「
附
随
ハ
。
亦
論
ス
ル
コ
ト
勿
レ
」
で
罪
に

問
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
伺
」
の
中
に
、
準
拠
法
を
明
示
し
な
い
理
由
は
、
右
の
条
項
の
中
に
、
富
豪
襲
撃
と
い
う
事
実
に
該
当

す
る
文
言
を
見
出
し
え
な
い
の
で
、
右
の
条
項
を
準
用
す
る
と
い
う
意
味
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
と
も
あ
れ
、
罪
刑

法
定
主
義
を
採
用
し
て
い
な
い
当
時
と
し
て
は
、
準
拠
法
を
明
示
し
な
い
こ
と
が
、
直
に
違
法
と
は
い
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
翌
六
年
一
月
、
司
法
省
は
次
の
よ
う
に
指
令
し
た
。

明
治
六
年
万
＋
合
（
欄
外
書
入
－
手
塚
註
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雇
巴
（
5
）

　
　
賊
盗
律
　
　
兇
徒
衆
ヲ
聚
メ
村
市
ヲ
殿
壊
ス
ル
首
タ
ル
者

　
　
　
　
　
斬
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
田
清
次
郎

　
　
同
上
従
二
付
奪
ヲ
婆
準
流
＋
年
ノ
盤
饗
ル
ノ
時
二
臨
象
二
居
テ
其
事
二
与
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
又
奪
ヲ
酌
婆
　
　
匿
（
6
）

匿
（
7
）
准
流
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
藤
恒
蔵

　
　
同
上
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ
者
又
一
等
減
ル
ノ
条
例
二
依
リ

　
　
　
　
　
　
准
流
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
田
清
平

　
　
兇
徒
聚
衆
ノ
勢
二
乗
シ
摘
屋
ヲ
殿
ツ
ト
難
モ
浅
右
衛
門
義
ハ
私
怨
ヲ
挟
ミ
臨
時
衆
ヲ
誘
ヒ
擾
害
ヲ
卯
助
ガ
宅
二
階
シ
広
吉
ハ
囚
人
取
返
シ
ノ
義
二
付

12
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精
平
へ
厳
敷
談
判
イ
タ
シ
各
々
主
意
ス
ル
所
ア
リ
尋
常
附
和
随
行
シ
テ
將
屋
ヲ
殿
ツ
ノ
比
ニ
ア
ラ
ス
因
テ
従
ノ
情
軽
キ
者
二
又
一
等
ヲ
減
シ

匿
匹
（
8
）
准
婆
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
田
浅
右
衛
門

司
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
本
広
吉

　
こ
の
司
法
省
指
令
は
、
明
ら
か
に
新
律
綱
領
「
賊
盗
律
」
に
ほ
ぼ
準
拠
し
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
ま
ず
中
田
に
対
し
て
は
、
次
の

「
兇
徒
聚
衆
」
の
条
の
第
一
項
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
。

　
凡
兇
徒
。
衆
ヲ
聚
メ
。
村
市
ヲ
殿
壊
焼
亡
シ
。
財
物
ヲ
劫
奪
シ
。
若
ク
ハ
人
民
ヲ
殺
死
ス
ル
者
．
造
意
ハ
。
斬
。
従
ハ
。
流
三
等
。

　
藤
田
、
関
両
家
の
襲
撃
は
、
「
村
市
ヲ
殿
壊
」
し
た
も
の
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
中
田
は
そ
の
「
造
意
」
で
「
斬
」
と
し
た
。

　
安
藤
に
対
し
て
は
、
右
条
項
の
「
従
」
で
「
流
三
等
」
す
な
わ
ち
「
准
流
十
年
」
（
前
掲
「
準
流
法
」
に
よ
り
換
刑
）
の
筈
で
あ
る
が
、
現

場
へ
不
参
加
と
い
う
事
情
を
考
慮
、
酌
量
し
て
さ
ら
に
一
等
を
減
じ
「
準
流
七
年
」
と
し
て
い
る
．
新
律
綱
領
に
は
一
般
的
な
酌
量
減
刑

の
規
定
は
な
い
か
ら
、
格
別
の
措
置
を
採
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
平
田
に
対
し
て
は
「
従
」
で
あ
る
か
ら
「
流
三
等
」
す
な
わ
ち
「
准
流
十
年
」
の
と
こ
ろ
「
情
軽
キ
者
又
一
等
ヲ
減
ス
」
で
「
准
流
七

年
」
（
流
二
等
）
と
し
、
川
田
、
沼
本
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
な
お
「
情
軽
キ
者
又
一
等
ヲ
減
ス
」
で
「
准
流
五
年
」
（
流
一
等
）

と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
情
軽
キ
者
又
一
等
ヲ
減
ス
」
と
い
う
文
言
は
、
新
律
綱
領
に
は
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
文
言

は
、
そ
の
頃
す
で
に
成
稿
し
て
い
た
新
律
綱
領
改
正
案
（
す
な
わ
ち
改
定
律
例
草
案
）
の
中
に
存
在
す
る
．

　
藤
田
弘
道
君
の
研
究
に
よ
る
と
、
新
律
綱
領
の
改
正
草
案
に
は
、
第
一
次
草
案
（
明
治
五
年
八
月
奏
進
）
、
再
校
草
案
（
同
年
＋
月
十
三
目
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

呈
）
、
改
正
浄
書
案
（
同
年
十
一
月
二
十
八
日
再
進
呈
）
、
最
終
案
（
上
木
案
、
翌
六
年
三
月
九
日
以
降
）
の
四
種
が
あ
り
、
こ
の
内
、
第
一
次
草
案

　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
再
校
草
案
は
、
藤
田
君
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
全
貌
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
後
ち
の
二
草
案
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
発
表
さ
れ
た
も
の
が

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
前
述
の
「
情
軽
キ
者
又
一
等
ヲ
減
ス
」
と
い
う
文
言
は
．
第
一
次
草
案
の
第
一
六
五
条
（
再
校
草
案
で
は
第
工
ハ
四
条
同
文
）
に
み
え
て
い
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る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
六
五
条
凡
多
衆
ヲ
聚
メ
テ
訟
ヲ
構
へ
官
二
強
逼
ス
ト
難
モ
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
者
首
ハ
流
三
等
従
ハ
一
等
ヲ
減
ス
従
ニ
シ
テ
情
軽
キ

　
者
ハ
又
一
等
ヲ
減
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
司
法
省
は
こ
の
条
文
そ
の
も
の
を
適
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
条
項
末
尾
の
立
法
精
神
を
酌
み
、
「
情
軽
キ
者
ハ
又
一
等
ヲ
減

ス
」
と
い
う
文
言
を
借
用
、
新
律
綱
領
「
兇
徒
聚
衆
」
の
「
凡
兇
徒
。
衆
ヲ
聚
メ
。
村
市
ヲ
殿
壊
…
…
造
意
ハ
。
斬
。
従
ハ
。
流
三
等
」

の
二
等
ヲ
減
ス
」
る
「
流
二
等
」
す
な
わ
ち
「
准
流
七
年
」
と
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
「
一
等
ヲ
減
ス
」
る
「
流
一
等
」
す
な
わ
ち
「
准

流
五
年
」
を
指
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
新
律
綱
領
の
改
正
草
案
に
つ
い
て
全
く
不
案
内
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
小
田
県
の
当
局
者
は
、
「
情
軽
キ
者
又
一
等
ヲ
減
ル

ノ
条
例
二
依
り
」
と
い
わ
れ
て
も
、
い
か
な
る
「
条
例
」
な
の
か
、
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
新
律
綱
領
に

は
そ
う
し
た
文
言
を
も
つ
条
項
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
司
法
省
指
令
は
絶
対
で
あ
る
。
小
田
県
で
は
、
司
法
省
指
令
の
内
容

が
十
分
に
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
司
法
省
指
令
通
り
の
刑
を
、
関
係
者
に
言
渡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
正
確
な
年
月
日
は
わ
か
ら

な
い
が
、
お
そ
ら
く
明
治
六
年
の
早
い
時
期
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
．

　
そ
れ
に
し
て
も
．
中
田
に
対
す
る
斬
首
の
模
様
、
安
藤
他
三
名
の
者
の
徒
刑
服
役
の
状
況
な
ど
を
伝
え
る
地
元
の
伝
承
あ
る
い
は
故
老

の
談
話
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
郷
土
史
家
の
御
示
教
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
明
治
五
年
一
月
、
阿
賀
・
上
房
郡
騒
動
二
関
す
る
「
旧
亀
山
県
事
蹟
取
調
書
」
と
題
す
る
一
文
書
の
中
に
「
深
津
県
ヨ
リ
刑
法
課
権
大
属
壱
名
、

　
　
少
属
出
張
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
「
小
田
県
史
」
・
前
掲
「
備
前
備
中
美
作
百
姓
一
揆
史
料
」
第
五
巻
・
一
九
七
〇
頁
）
。
こ
れ
に
よ
り
刑
法
課
の

　
　
存
在
が
確
認
さ
れ
る
．

　
（
2
）
　
前
掲
「
小
田
県
官
員
録
」
（
明
治
六
年
九
月
）
・
十
三
枚
裏
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ま
ま
ロ

　
（
3
）
（
4
）
　
前
掲
「
備
中
国
賀
陽
郡
足
守
村
農
中
田
清
治
郎
外
四
名
御
仕
置
伺
書
」
。

　
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
　
指
令
に
関
与
し
た
と
思
わ
れ
る
司
法
省
官
員
の
捺
印
で
あ
る
．
「
安
居
」
は
権
少
録
安
居
雅
修
、
「
金
杉
」
は
少
解
部
金
杉
恒
、
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「
縣
」
は
少
判
事
県
信
組
、
「
青
木
」
は
中
判
事
青
木
信
寅
で
あ
る
（
明
治
六
年
一
月
「
官
員
録
」
・
一
八
四
枚
表
、
一
九
一
枚
裏
、
一
八
五
枚
裏
、

　
一
八
五
枚
表
）
。
他
に
判
読
困
難
の
捺
印
が
数
個
あ
る
。

（
9
）
　
藤
田
弘
道
「
『
公
文
録
』
所
載
『
新
律
条
例
』
考
ー
改
定
律
例
の
再
校
草
案
と
覚
し
き
文
書
に
つ
い
て
」
・
手
塚
編
「
近
代
日
本
史
の
新
研

究
」
1
・
昭
和
五
十
六
年
・
一
六
八
頁
。

（
1
0
）
　
藤
田
弘
道
「
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考
－
改
定
律
例
の
草
案
と
覚
し
き
文
書
に
つ
い
て
ー
」
（
二
）
・
慶
大
法
学
研
究
第
四
十
六

巻
・
三
号
・
昭
和
四
十
八
年
・
七
四
頁
以
下
。

（
1
1
）
　
藤
田
・
前
掲
「
『
公
文
録
』
所
載
『
新
律
条
例
』
考
」
・
前
掲
「
近
代
日
本
史
の
新
研
究
」
1
・
一
二
七
頁
以
下
。
こ
こ
で
発
表
さ
れ
て
い
る
再

校
草
案
は
、
正
確
に
云
え
ば
「
再
校
草
案
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
左
院
の
衆
議
を
経
て
、
太
政
官
か
ら
さ
し
戻
さ
れ
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
、
司
法

省
が
修
正
・
追
加
し
つ
x
あ
っ
た
も
の
」
で
あ
る
由
（
藤
田
・
前
掲
論
文
・
一
七
五
頁
）
。

（
1
2
）
　
藤
田
・
前
掲
「
足
柄
裁
判
所
旧
蔵
『
新
律
条
例
』
考
」
・
慶
大
法
学
研
究
第
四
十
六
巻
三
号
・
八
八
頁
．

（
1
3
）
　
藤
田
・
前
掲
「
『
公
文
録
』
所
載
『
新
律
条
例
』
考
」
・
前
掲
「
近
代
日
本
史
の
新
研
究
」
1
・
一
四
八
頁
。

（
1
4
）
　
こ
の
条
文
は
「
多
衆
ヲ
聚
メ
テ
」
も
「
良
民
ヲ
擾
害
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
」
場
合
を
構
成
要
件
に
し
て
い
る
が
、
中
田
ら
の
行
為
は
、
藤
田
、
関

両
宅
を
襲
撃
し
「
良
民
を
擾
害
」
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
適
用
は
で
き
な
い
．

明治5年・深津県足守村騒擾事件小考

四
　
む
す
び

　
明
治
五
年
足
守
村
騒
擾
事
件
の
概
況
は
、
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
一
件
は
、
百
姓
一
揆
と
し
て
か
な
ら
ず
し
も
大
規
模
の

も
の
で
は
な
い
が
、
農
民
が
物
価
騰
貴
に
反
対
し
、
豪
農
に
対
し
打
ち
こ
わ
し
を
決
行
し
た
い
わ
ゆ
る
「
世
直
し
一
揆
」
の
典
型
的
な
一

件
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
．

　
本
稿
が
契
機
と
な
り
、
将
来
、
現
地
岡
山
地
方
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
埋
も
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
新
史
料
が
発
掘
さ
れ
、
こ
の

事
件
を
巡
る
研
究
が
本
格
的
に
充
実
、
発
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
筆
を
欄
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
一
日
稿
）
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後
記
　
本
稿
執
筆
に
際
し
、
山
田
忠
雄
氏
（
東
海
大
学
）
、
桑
田
康
信
氏

　
御
支
援
を
う
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

（
岡
山
県
立
図
書
館
）
根
本
敬
彦
君
ら
か
ら
、
史
料
の
提
供
そ
の
他
種
々
の
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